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長、お答えお願いします。 

○渋谷佐輔議長 竹田利弘総合政策課長。 

○竹田利弘総合政策課長 お答えいたします。 

 まだ会が発足したばかりで、なかなかそうい

ったお知らせするのをどうやっていったら効果

的かということを今検討をしてるところでござ

いますが、今年度はあやめレポで年度末に１回、

長井会の特集を組みまして、そういったところ

でお知らせをしたいと思っておりますし、あと、

ホームページ等でも会独自のホームページをつ

くれないかということも今検討しておりますし、

そういったことで広く、なるべく市民の皆様に

も理解していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 要望ですが、課長なの

で市長の考えをちょっとお聞きできなくて済み

ません、ぜひ長井に来られたときに、東京に行

かなくても長井にいらしてるよというときに、

市民の方ともやっぱり交流してほしいなと私は

思いますので、ぜひその点、今後考えていって

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○渋谷佐輔議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５４分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○渋谷佐輔議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 平 進介議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位８番、議席番号５番、平 

進介議員。 

  （５番平 進介議員登壇） 

○５番 平 進介議員 本定例会における一般質

問は、安全・安心な地域づくりに向けて及び西

山に先人が築いた史跡の保存と活用をについて

の２件であります。それぞれ質問をいたします

ので、当局の前向きな答弁をご期待申し上げ、

順次質問に入ります。 

 初めに、大項目の１、安全・安心な地域づく

りに向けてについてであります。 

 本年５月、上下水道課では、計画期間を平成

29年度から平成38年度までの10年間とする長井

市水道事業ビジョンを策定しました。将来像は、

安全・安心な水道をいつまでもというものであ

ります。 

 本市の水道事業は、昭和33年12月に給水人口

１万5,000人、計画１日最大給水量3,000立方メ

ートルで、創設事業認可を取得し、昭和36年２

月に最上川左岸の市街地一帯に給水を開始しま

した。現在は平成27年度実績で給水人口２万

6,944人、１日最大給水量9,780立方メートルで、

市内全域を網羅し、水道事業を運用しています。 

 ビジョンでは、水道施設の状況と課題として

幾つか上げていますが、その一つに管路施設に

おける管路の計画的な更新を図る必要があると

しています。これは、本市の管路延長は平成27

年度実績で約274キロメートルあり、耐震適合

性のある管の割合は14.7％、40キロメートルで、

耐震適合性のない管の布設割合が高く、管路延

長の85.3％、234キロメートルを占めている。

管路の耐用年数は40年と言われており、計画周

期の平成38年度までに約48キロメートルの管路

が耐用年数を超えるため、計画的に管路の更新

を行っていく必要があるとしているものです。 
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 このビジョンの中の管路更新を中心に、最初

の（１）水道事業ビジョンによる水道管路の更

新と消火栓対策について、以下質問を行います。 

 市議会議員に当選して初めての議会である平

成27年６月定例会において、安全・安心のまち

づくりについて質問を行いました。内容は、火

災等の災害時に有効に活用できる消火栓の整備

についてであります。当時、消防主幹の答弁で

は、消火栓については基本的には同時に開栓す

る数を数個と見込んだ場合は150ミリ以上の管

が必要ということです。ただし網目状に布設さ

れた配水支管で口径150ミリ以上の配管に接続

された１辺が180メートル以内である場合は、

75ミリ以上であれば消防水利となり得るという

ことでした。 

 消防署では、上下水道課で作成した管網図を

複製して所持し、火災が発生したときはその管

網図で確認して消防水利の位置等を確認し、消

火体制や配置を整えます。市内で150ミリ以上

の配管は、主に中央地区の幹線道路や、周辺部

でも主要地方道等に布設されており、主要地方

道から離れれば100ミリ以下の配管となってい

るようです。ですから、消防主管の答弁である、

消火栓の基本となる150ミリ以上の配管に設置

されている消火栓というものはそう多くはなく、

市内中心部以外は同時に複数栓を開栓できない

ところが多いということになります。 

 また、ただし書きの150ミリの配管から180メ

ーター以内の75ミリで管網という条件を満たさ

ないものもあるということです。さらに現在、

口径50ミリの管路に設置されている消火栓につ

いては、常備消防の消防水利としては活用でき

ないと思います。この50ミリを75ミリに更新で

きれば消防水利として活用できるのではないか

と考えるところです。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 まず、①更新が必要な口径50ミリの管路の総

延長はについてであります。 

 ビジョンでは、計画周期の平成38年度までに

約48キロメートルの管路が耐用年数を超えると

いうことですが、その中でも口径50ミリ管路の

総延長はどのくらいあるのか、また全体として

口径50ミリの管路の総延長はどのぐらいになる

のかについて、上下水道課長にお聞きいたしま

す。 

 さらに50ミリから75ミリに更新した場合の費

用の違いはどの程度になるのかについてもお聞

かせください。 

 次に、②消火栓として活用できる管路はにつ

いてであります。 

 消防主幹にお聞きいたします。最低口径75ミ

リであれば水利基準を満たさないまでも、常備

消防の１線を確保でき、消防水利として活用で

きると思いますが、いかがでしょうか。また、

現在、市内の消火栓の中で消防水利として基準

に満たない消火栓の数はどの程度あると把握し

ておられるのか。さらにその中で75ミリに切り

かえ更新すれば消防水利として活用できる消火

栓は何基程度あると考えられるかについてお聞

きいたします。 

 次に、③口径75ミリ以上への管路更新をにつ

いてお聞きいたします。 

 事業ビジョンでは、人口減少に伴い、場所に

よっては口径を小さくするダウンサイジングも

あるとしております。確かに市全体を見渡した

場合、今後の人口の推移を想定しながら管路の

更新作業を行うことは重要なことだと思います

し、実際にそのようにダウンサイジングする管

路も出てくるのではと思います。 

 その一方で、火災時における消防水利として

消火栓を最大限に活用するため、口径を大きく

することも必要であると思います。一般的に、

消防団は自然水利に部署する場合が多く、常備

消防は消火栓や消防用水を使用する機会が多い

ようですが、特に冬期間などは消防水利の確保

に苦労しなければならないこともあるはずです。
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そうした点においても、常に消防水利としての

役割をしっかりと持つ消火栓の整備を図るべき

と思いますが、いかがでしょうか、市長の見解

をお伺いいたします。 

 次に、④防災・消防・上水道等関係する所管

の協議をについてお聞きをいたします。 

 私は平成27年の一般質問でも申し上げたとお

り、消火栓をもっと消防水利として活用するた

め、関係する所管の協議の場を設け、計画的に

地域の安全・安心対策を講ずるべきではないか

と思っております。そのためには今年度から10

年間の期間をスパンとする長井市水道事業ビジ

ョンで計画している管路施設の耐震化及び耐用

年数を過ぎる老朽管の更新工事に当たり、特に

集落内における50ミリ管の更新に際しては、場

合によっては75ミリに更新するというようなこ

とも必要であると考えます。こうした点も含め

て、防災・消防・上水道等、関係する所管にお

いて協議を行っていく必要があると思いますが、

防災のかなめである総務課長にこの件について

お聞きをいたします。 

 次に、（２）防犯灯の増設整備計画策定をに

ついてお聞きをいたします。 

 山形県は、全国的に見て犯罪件数が少ないと

言われています。そこで、ことし７月に警察庁

から平成28年の犯罪情勢が刊行されていますの

で、少しご紹介させていただきます。 

 この中に、都道府県別の人口10万人当たりの

刑法犯の認知件数があります。ここで言う刑法

犯というのは、殺人、強盗、強姦、暴行、傷害、

詐欺、窃盗、放火などの犯罪を指し、軽犯罪や

交通事故は含みません。これを見ますと、平成

24年度以降、全国的に刑法犯の認知件数は減少

傾向にあるようです。山形県は人口10万人当た

り439.9件となっています。全国平均は784.8件

ですから、全国平均の約半分程度と非常に低い

件数となっていることがわかります。全国47都

道府県の中で一番件数が少ないのが秋田県で、

291.8件です。次に、岩手県、長崎県、大分県、

青森県と続き、６番目が山形県となっています。

この資料を見ると、東北地方と九州地方が低い

傾向にあるようです。 

 さて、山形県が全国の中でも刑法犯認知件数

が低いのはわかりましたが、しからば長井市は

どの程度の位置だろうと思いましたが、警察庁

の資料にはありませんでしたので、ネットで調

べていくうちに、日本・地域番付なるサイトが

ヒットしました。この中に、全国・全地域の犯

罪発生率ランキングというものがありました。

都道府県と市区町村の計1,946地域を対象とす

るランキングです。ここでは刑法犯認知件数を

人口総数で割って、地域ごとにパーセンテージ

でランキング化しています。データについては、

認知件数は2009年（平成21年）、人口は2010年

（平成22年）ということで、最新のデータでな

いので参考までということになるようですが、

それでも非常に気になるところです。 

 その結果、全国で一番犯罪発生率が高いのは

大阪市中央区で、認知件数8,467件、人口７万

8,687人で、犯罪発生率は10.760％となってい

ます。人口の１割強の犯罪が発生していること

になりますので、非常に高い数字だと思われま

す。このような計算方法でランキングが列挙さ

れています。 

 長井市は、認知件数93件、人口２万9,473人

で、犯罪発生率は0.316％になっており、全国

1,946地域中1,756番目となっています。下位の

順位であればあるほど犯罪発生率は少なくなり、

安全な地域と言えます。長井市の0.316％は県

内13市の中では一番低く、言いかえれば一番犯

罪発生率の少ない安全・安心な地域と言えるこ

とができると思います。 

 ちなみに、県内市町村で最も犯罪発生率が低

いのがお隣の白鷹町で、認知件数 21件、

0.137％となっています。このランキングを見

ると、置賜では特に長井・西置賜が低いようで
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す。 

 私は、市民の皆さんの性格や人柄がよく、市

外から訪れる方々からとても親切で好評だとお

聞きしますが、こうした長沼孝三先生のお言葉

をおかりすれば、「長井の心」として先人が育

んできたものが脈々と私たち心の中に息づいて

いるからだと思います。 

 今、長井市では、子育て支援や学校教育支援、

そして観光交流による人口の拡大を目指してい

ます。こうしたことから、これまで以上に長井

市の安全・安心を実践しながら高めていき、犯

罪社会の撲滅と、名実ともに住みよい地域づく

りに邁進していかなければならないと思います。

そのためには、いろいろな方策があると思いま

すが、このたびは事故の防止や、特に犯罪をな

くすための抑止力として、夕方以降の薄暗い道

について物理的に地域を明るくする防犯灯の増

設策についてお聞きをしてまいります。 

 初めに、①市全体の防犯灯数とＬＥＤ化の進

捗状況はについてお聞きいたします。 

 現在、市内には3,000基ほどの防犯灯がある

とお聞きしていますが、正確な数と、これまで

取り組んできているＬＥＤ化に向けての進捗状

況について、市民課長にお聞きいたします。 

 次に、②各地区からの要望状況と所管課とし

て今後必要数の把握はについてお聞きをいたし

ます。 

 まず、これまでの数年間の防犯灯の新設数の

推移はどのようになっているのか、市民課長に

お聞きをいたします。 

 また、各地区から防犯灯の設置要望などがあ

ると思いますが、現状どのようになっているの

か、その状況についてお聞きいたします。さら

に所管課として今後整備する必要があると考え

ておられるのか、あるとすれば必要数の把握な

どはどのようにされておられるのかについてお

聞きいたします。 

 次に、③１基当たりの設置費用はについてお

聞きをいたします。 

 防犯灯を整備するに当たり、例えば既に設置

してある電柱等にＬＥＤの防犯灯を新たに整備

する際の１基当たりの費用はどの程度になるの

か。また、補助電柱を建てた場合にどの程度の

費用となるのかについて、市民課長にお聞きい

たします。 

 次に、④通学路や犯罪の抑止力、防犯のため

の明るいまちづくりに向けた増設計画策定をに

ついてお聞きをいたします。 

 街灯が少なく、暗い場所が犯罪の温床になる

可能性が高いことが指摘されております。さき

にも述べましたが、山形県は全国的にも刑法犯

認知数が低く、その中でも長井市は特に低いほ

うであり、大変喜ばしいことであります。それ

も防犯協会や交通安全協会など関係機関を初め

とする市民の皆さんの日ごろからの活動と市民

性が犯罪を抑止しているのだと思います。それ

らいかなる犯罪も起こさせない、よそから来た

不審者に犯罪を起こそうとする気持ちをみじん

も起こさせないためにも、今後さらに長井市全

体を物理的に明るくしていく必要があります。

そのためにもＬＥＤ化が終了しようとしている

現段階において、次のステップに引き上げると

きではないでしょうか。 

 小・中学生の通学路として、教育委員会でも

調査把握していると思いますが、中学生は必ず

しも通学路を通って学校に通っている状況には

ないところもあるようです。長井市は中学校は

２校ということで、自転車通学の場合は非常に

距離があるわけですが、全体的に盆地というこ

とで、坂道があり、山裾から学校に向かう場合

は、いわゆる下り道ですから、どこを通っても

比較的楽に通えますが、帰りはその逆で、非常

に大変になります。そのため上り坂を真っすぐ

に上るよりは段々にといいますか、どうしても

できるだけ階段状に上っていくというようなこ

とがあります。そのため、防犯灯のない場所、
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暗がりを無理して帰ってくるというようなこと

が現実的に起きているようです。 

 そうしたことから、通学路以外にも防犯灯が

必要な場所が出ているようですので、そうした

箇所にも思いやりを持って対応いただければと

思います。そうした点からも、今後増設計画を

つくっていただき、計画的に整備していただき

たいと思いますが、いかがでしょうか、市長に

伺います。 

 次に、大項目２、西山に先人が築いた史跡の

保存と活用をについてお聞きをいたします。 

 なお、議長の許可を得まして、議席に資料を

配付させていただいております。１ページは葉

山山頂付近及び昭和堰・嘉永堰のルートマップ

というもので、葉っぱ塾の代表者である八木文

明先生が平成13年から数年かけて嘉永堰等の簡

易測量を行い、図面化していただいたものを昭

和堰を見る会の関係者が周辺の写真とともにコ

メントを入れたものであります。 

 また、２ページはかんかね館跡の調査記録の

一部でありまして、後ほどご紹介いたしますが、

小岩清水先生という方が平成21年にかんかね館

跡を調査していたただいた折の記録の一部であ

ります。嘉永堰とか、かんかね館跡と言われて

も、一体どこなのという方もおられると思いま

したので、お配りさせていただきました。 

 それでは初めに、（１）嘉永堰・昭和堰の調

査結果とその後の動きについてお聞きをいたし

ます。 

 嘉永堰と昭和堰については、平成28年６月定

例会一般質問において宇津木正紀議員が質問さ

れております。 

西山の陰山となる鍋割沢を取水とする嘉永堰。

長井市史によれば、「江戸時代の嘉永６年に大

干ばつが発生、その年は草岡村や勧進代村に役

人が派遣されて水田の用水の世話に当たり、穀

物も成熟となり、年貢も無事納めることができ

た。しかし、このとき勧進代に出向いてきた役

人から、将来の大干ばつを防ぐために新しい堰

等の構築を求められた。このため勧進代村では

当時の八幡宮に集合して相談の結果、堤は大干

ばつのときには水がれで用に立たないから、む

しろ野川布谷の上流、鍋割沢から南沢まで水を

引くべきとなり、山元である寺泉村の承認を得

て、代官所まで堰開削を願い出た。そして、草

岡村と同様に役人の見分を受けて、苦難の工事

が行われ、開削に成功して通水せしめることが

できた。」とあります。また、その後、嘉永堰

は昭和７年から昭和９年にかけて、それまでの

堰幅を拡張補修して、鍋割沢からさらに奥にあ

る御秘蔵沢まで延長、新たな用水を確保すると

ともに、堰の名称を昭和堰と改めたとあります。

以上が長井市史の概要であります。 

 私たちの先人が水不足を補うために大変苦労

して西山の奥に開削した土木遺産であります。

こうした堰も、その後の木地山ダム、管野ダム、

野川土地改良区の幹線水路の完成とともに２つ

の堰の使命は終了し、人々の記憶からも消えよ

うとしておりました。記憶から消えかけていた

堰、それが西根史談会の会員が先輩から嘉永堰

の日記や昭和堰の話などを聞くにつけ、先祖が

開削した貴重な財産をこのまま山中に埋もれさ

せてはいけないという思いから、地元有志が集

い、数十年間草木に覆われた堰跡をようやく探

し当て、平成４年を初年度として今日まで25年

間、四半世紀にわたり根払いや刈り払いなどの

作業を行い、見守ってきたものであります。 

 宇津木議員も当時の一般質問で紹介しており

ますが、平成17年に当時、専修大学附属高校で

地理の先生をしておられた小岩清水先生が、全

国の地理について巡検をしておられ、この嘉永

堰や昭和堰、そして後ほどご紹介するかんかね

館跡を調査していただいたとのことです。 

 先生の「葉山山上に子孫を想う情念の山地農

業用水堰を訪ねて」という報告書から一部引用

させていただきます。 
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 取水口の御秘蔵沢の標高1,150メートルから

鍋割沢源頭部放流点の標高1,110メートルまで、

距離約1,700メートル程度、落差は40メートル

になります。1,700メートルで40メートル高度

を下げると100メートルで0.2メートルの勾配と

なり、中略、極めて穏やかな流れとなるように

設計されているのがわかります。ですから、堰

に沿う見回り道を歩いてもほとんど傾斜を感じ

ず、水平道をゆったりと歩き続ける印象になり

ます。この穏やかな堰の傾斜とは、取り入れる

水量が過大になったり、流水の侵食力が堰その

ものを壊さないように配慮されていることとも

に、堰の傾斜の微妙な変化があって、これは尾

根の末端を回り込む部分などで堰の高低差が生

じた場合に対応し、流速を上げたり、遅くした

り、少ない水量に制御を加える工夫になってい

るように読み取られたとあります。自然に配慮

し、極めて自然と共存しようとする先人の知恵

であると思います。 

 そこで、質問に入りますが、宇津木議員の質

問に対して、当時の加藤教育長は、先人のご苦

労された思い、西根地区のかんがい事業の歴史

を見直す上で、改めて調査をする必要があるの

ではと思っていると答弁されております。その

後、調査などは行っているのか、その後の状況

について、文化生涯学習課長にお聞きいたしま

す。また、この件に関し、編さん中である長井

市史への掲載状況などについて、もし動きなど

があればお聞かせください。 

 次に、（２）市指定史跡の可能性はについて

お聞きをいたします。 

 教育長には、この嘉永堰・昭和堰が長井市の

貴重な土木遺産として市指定の記念物の史跡と

しては草岡の桶佐堀しかありませんが、同時期

に開削された土木遺産としても貴重な堰であり

ますので、史跡として市指定になり得るのでは

と思うのですが、いかがでしょうか、お聞きを

いたします。 

 次に、（３）嘉永堰と昭和堰を葉山観光の一

部として活用できないかについてお聞きをいた

します。 

 先人が残した土木遺産を何らかの形で後世に

残していくことが大切だと考えます。その意味

では、ふだんからこのルートを活用し、場合に

よっては管理しながら進めていくべきと思いま

す。折しも昨年から山の日が制定され、全国的

にも山に親しむ傾向が強まる中、市としてもさ

まざまなアイデアを駆使しながら魅力ある朝日

山系の観光事業を展開する必要があると思いま

すが、いかがでしょうか、商工観光課長にお聞

きいたします。 

 次に、（４）かんかね館跡の魅力と課題を洗

い出し活用策をについてお聞きをいたします。 

 かんかね館跡は、勧進代地内から葉山に登る

登山道の近くにある館跡であります。この館跡

は、教育委員会で平成13年に発行した市内遺跡

発掘調査報告書（９）に掲載されています。こ

の報告書によれば、遺跡はほぼ南北に伸びる尾

根状に築かれ、東西約60メートル、長さ40から

110メートルの規模を有し、本市の城館遺跡で

は中規模の館跡であるとあります。 

 また、平成７年に発行した山形県中世城跡遺

跡調査報告書第１集は、市内にある54ほどの館

を一括調査したものであります。この時点で、

かんかね館跡の調査を行っていなかったことか

ら、平成12年に改めて調査を行ったものと思わ

れます。 

 この館跡を平成21年に嘉永堰・昭和堰を巡検

いただいた小岩清水先生に調査いただいており

ます。この調査報告は、「「かんかね館山」探

訪の記録」、お配りしておりますが、としてま

とめられておりますので、少し引用させていた

だきます。 

 中略、「耕地化が始まり、ある程度の成果と

農業収穫が上昇に転じた段階で、環濠に依存し

ていた豪族たちの力量から、相互に合同して地
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域武士団として数百人単位に結集した時代に築

かれた舘の一つであると考えられ、それは南北

朝の段階と想定される。」中略、「その遺構が

示している内容は、戦舘を必要とした時代と人

（武将）の剛健な姿勢と、滅び去ることを受け

入れない剛直な気概に殉じようとした少なくと

も200人近い集団が、現在では勧進代と呼ばれ

る舘の麓一帯に暮らしていた事実と、それを支

えた農民、山民がいたことを示してもいる。」

とあります。 

 西暦1300年代の南北朝時代の館跡と考えられ

るとの調査結果であります。その場所は、標高

520メートルと非常に見晴らしのいいところで

あります。北は白鷹町の奥から長井市内全域、

南陽市、飯豊町の一部から米沢方面まで眺望で

きる絶景の場所であります。この場所を地元の

かんかね館跡保存会で毎年、下草刈りなどの手

入れを行っています。 

 現在、市道となりました葉山登山道に入る旧

置賜西部広域農道からゆっくり歩いても約30分

もすればかんかね館跡に登ることができます。

葉山登山道の春は、新緑鮮やかなブナ林を通っ

ての周遊も可能な場所です。この場所を市民や

市外からおいでになる方が長井に親しむルート

の一つとして活用できないものだろうかと思う

のですが、いかがでしょうか。かんかね館跡の

魅力を探り、また課題の洗い出しを行って、地

元とともに活用策を練っていただけないものか

と思うのですが、いかがでしょうか、商工観光

課長にお聞きをいたします。 

 最後に、（５）嘉永堰・昭和堰とかんかね館

跡を含めた葉山の魅力を発信できないかについ

て、市長にお伺いいたします。 

 これまで述べてきましたように、先人が苦労

を重ねて開削した嘉永堰・昭和堰は、市の土木

遺産として価値あるものだと思いますし、後世

に残していくべきものだと思います。また、か

んかね館跡は勧進代登山道から周遊も可能で、

そこからの景色はすばらしいものがあります。

こうした財産を生かし、葉山全体の観光資源の

一つとして活用していくべきではないかと考え

ますが、いかがでしょうか、市長にお伺いいた

します。 

 以上、お伺いし、壇上からの質問を終わりま

す。ご清聴ありがとうございました。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 平 進介議員からいただきまし

た、大きく２点、ご提言とご質問、私のほうか

らは３点についてお答えを申し上げたいと思い

ます。 

 まず最初に、水道事業ビジョンによる水道管

路の更新と消火対策についてでございます。平

議員からは、口径75ミリ以上の管路更新を行っ

て消防のための消火栓をというようなご提言で

ございます。消防水路、水利の整備につきまし

ては、議員ご承知のとおり、地区等から、ある

いは消防団のほうから要望等も含めていただい

ておりまして、今後も計画的に整備を図ってい

くということを以前にも答弁させていただいて

おります。 

 消火栓を設置するためには布設、配管口径が

50ミリから75ミリにすることについては、消火

栓を設置するためだけに太くするということに

なりまして、供給する受益者戸数や収益等を勘

案した上で判断する必要があると考えておりま

す。管路を太くし、消火栓を整備できるように

することは必要だというふうに思っております

が、今後の検討課題として担当課間で調整して、

整備できる場合は設置していく方向で考えたい

と思っておりますけれども、もう一つの方向で

ある、いわゆる防火槽の設置についても、これ

は場所によって防火槽のほうにならざるを得な

いという場合はそういった考え方で、両方どち

らか、やはり地元の、あるいは消防団の要望に

応えて、計画的に今、進めております。 

 ただ、議員からご提言ありました件について
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は、消防水利は消火栓のみに偏ることのないよ

うに考慮しなければならないというふうに規定

されておりますので、防火水槽の設置について

も、繰り返しになりますが、あわせて検討して

いきたいと考えております。 

 なお、これは今後のことも含めてでございま

すが、人口減少社会の中で、約20年で３割程度

の人口が減るというふうに予測されているわけ

でございますが、そういったときに一番の課題

は水道料金の値上げということに直面してまい

ります。これは全国的にいろいろな試算が出さ

れておりますけれども、30％人口が減るという

ことだけでなくて、それがじわじわと20年かけ

て減ってくるということですから、その間に議

員からございましたように、老朽管の更新であ

ったり、あるいは国で求めております耐震の管

路にしなきゃいけないと。そういったことも含

め考えますと、水道料金が何と20年後には２倍

から2.5倍になるというふうに言われておりま

す。私ども長井市の場合は、ほかの市町村と比

べて水質は抜群なわけですが、欠点として水道

料金が高いということがございまして、そうい

うことも考えて、やはり10年ごとの計画ではご

ざいますけれども、その先を見据えて考えてい

かなきゃいけないというふうに考えております。 

 次に、２点目の安全・安心な地域づくりにつ

いてでございます。 

 平議員からは、防犯灯の増設整備計画策定を

ということでございまして、具体的には通学路

の犯罪、通学路のみならず市内の犯罪、極めて

少ないということでございますが、それをさら

に抑止する力となるのが防犯のための明るい地

域づくりではないかと。ぜひ増設計画策定をと

いうご提言でございます。平成30年度には

3,000基を超える市内全ての防犯灯のＬＥＤ化

工事が完了いたしますので、地域の皆様方のご

協力を得ながら、新たに防犯灯設置に要する箇

所を把握して、来年度に新たに防犯灯増設計画

を策定して、年次計画を立てて計画的に明るい

まちづくりを推進していきたいと考えておりま

す。 

 議員も感じておられると思うんですが、明ら

かに私たち長井市はほかの市町村から比べて暗

いです。これは自分の全くの意見なんですけど

も、昭和の時代は暗いとは思ってなかったんで

すが、最近とみに暗いなというふうに思ってお

りまして、ほかの市町村に行きますと、幹線の

道路が、私どもは大体幹線の道路でも防犯灯っ

ていうのは片側だけなんですが、両側について

るところが結構あるんですね。以前から商工会

議所などでも長井市は暗いと、せめて防犯灯、

あるいは街路灯をふやして明るいまちにしよう

というような呼びかけなどがございましたけど

も、私はそれをずっと感じておりましたので、

ＬＥＤ化、早く終わそうと。残念ながらことし

も担当課のほうで、やっぱり過度なそういう投

資はよくないということで、100基ぐらい残し

たようですが、最初は防犯灯3,000灯を５年計

画でやろうとしてたんですね。 

 ただ、思うように予算をつけられなくて６年

かかったと。しかもまだ100基余ってしまった

ということでありますが、来年で終わすという

ことと同時に、各地区から防犯灯の増設を求め

られておりますし、特に地域づくり計画をまと

めていただいた地区などでは防犯灯もいろいろ

厳選して30数基、ぜひというような要望なども

いただいておりますので、来年度、計画を立て

て、その前には要望等も聞いて、どれぐらい増

設したらいいかですが、私としては多分、1.5

倍ぐらいにしていかないとだめだろうと。 

 ただし、その場合でも議員からありました中

学生の通学路については、気持ちはわかります、

子供たちも部活動で疲れて帰るときに、できる

だけ直線コースで、最短距離で行きたいという

のはわかるんですが、やはり学校側のほうでも

安全で明るい幹線を基本的には通学路に定めて
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おりますので、したがいまして、民家のあると

ころはつけなきゃいけないんですが、やはり民

家のほとんどない、水田の真ん中を通るような

路線については、やっぱり限定的にすべきじゃ

ないのかなというふうに思っております。それ

よりもやはり、できるだけまちなかを明るくと、

人の、民家のあるところの危険な箇所をなくし

て明るいまちに努めていきたいというふうに思

っておりますんで、ご理解をいただきたいとい

うふうに思いますし、ぜひ引き続きご提言をお

願いいたします。 

 続きまして、最後でございますが、３点目の

西山に先人が築いた史跡の保存と活用というこ

とで、嘉永堰・昭和堰とかんかね館跡を含めた

葉山の魅力を発信できないかということでござ

います。 

 平議員もご承知のことだと思いますが、葉山

はやまがた百名山に選定されまして、県によっ

て運営されているやまがた山という情報サイト

に山の案内情報が掲載されております。そのサ

イトによりますと、白鷺ルート、草岡ルートを

通ると、片道約３時間の初級コースとして広く

登山愛好家に紹介されているということでござ

います。そんなことから、まず嘉永堰・昭和堰

についてですが、草岡口から入りますと、それ

ぞれ登山道と交差する形でごらんいただけると

いうふうなことでございます。ただ、観光利用

を考えますと、後ほど商工観光課長から答弁を

いたさせますけれども、さまざまな課題がござ

いますので、魅力ある資源として紹介するため

には、やはりさまざまなかかわっていただいて

る皆様からもご意見をいただき、今後どうした

らいいか検討していかなきゃいけないと、議論

しなきゃいけないというふうに思っております。 

 続きまして、かんかね館跡についてでござい

ますが、こちらは現在、一般の方が容易に入れ

るようには紹介してないということでございま

すので、観光資源として活用ができるかどうか、

可能性を探ってまいりたいと思います。この議

員から提言いただいたところにつきましては、

市の文化財ということでもございますので、史

跡ということでございますので、教育委員会と

も協議しながら、どのような方向を目指してい

くか等々も含めて検討してまいりたいと思いま

す。 

 なお、来年度、私ども地域おこし協力隊とい

うのを隊員を募集しておりますが、その中で、

まだ最終的に決定したわけではございませんが、

山岳観光等の山岳レジャースポーツ観光を振興

したいという若い青年が長井のほうに応募して

いただいておりますので、そういった方々の力

もおかりしながら、ぜひ地元と協力して、長井

は優良な山岳観光のメッカでございますので、

ぜひそれらについて今後とも模索してまいりた

いと思います。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 私のほうには嘉永堰と昭和堰

が市の指定史跡となる可能性はどうかというご

質問をいただきました。 

 私も西根で生まれ育った人間の一人として、

先人が本当に苦労してなし遂げた大土木事業で

あるこの嘉永堰と昭和堰、貴重な土木遺産であ

るという認識を持ってございます。ぜひ後世ま

で伝えていきたいものだという思いも持ってご

ざいます。 

 この嘉永堰・昭和堰の現地確認調査等につき

ましては後ほど文化生涯学習課長より説明があ

るかと思いますけれども、２つの堰を市の指定

史跡とするためには２つの課題をクリアする必

要があるというふうに考えてございます。１つ

は、これを土木遺産として価値をどのように評

価していくかという、その価値の評価の問題で

ございます。それから、２つ目には、永続的に

どう管理していくかという、この２つの課題を

クリアしていかなければならないというふうに

考えております。 
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 まず、管理についてでございますけれども、

現在、先ほど議員のご説明にありましたとおり、

四半世紀にわたりまして地元有志の方々の本当

にボランティアによる刈り払い、根払い等によ

りまして、当時の堰の様子をしっかり残すこと

ができている状況でございます。市の指定史跡

とする場合におきましては、現在地元有志の

方々が行っている堰の管理をどのようにしてい

くのか、また史跡として見学する際の安全性等

をどう保つかといった問題なども整理をしてい

く必要があるというふうに考えてございます。

これは議員のご質問の項目にもありました嘉永

堰・昭和堰を観光資源として活用できるかとい

う点にもつながっていく問題だというふうに認

識してございます。 

 それから、ことしの10月に開催されました文

化財調査会におきまして、嘉永堰・昭和堰につ

いてご議論をいただきました。今申し上げまし

た安全管理をどう整理していくかという問題と、

もう一つ、嘉永堰・昭和堰単体ではなくて近世、

近代における水利事業全体の中で議論すべきで

はないかというような意見も出されているとこ

ろでございます。現在、編さんを進めておりま

す長井市史におきましても、当時の農村におけ

る水利事業につきまして資料の再整理を行いま

すとともに、郷土の堰についても執筆予定とな

っているところでございます。先祖によって開

削された貴重な土木遺産をこのまま埋もれさせ

てはいけないという思いは強く持っているとこ

ろでございますけれども、市の指定史跡とする

かどうかという点につきましては、現在、新し

い長井市史の編さん作業中ということでもござ

いますので、歴史的な価値とその後の管理問題

なども含めまして、もう少しお時間をいただき

まして、今後も十分に議論を重ねてまいりたい

というふうに思っているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 佐野安広総務課長。 

○佐野安広総務課長 長井市水道事業ビジョンの

中では、管路の更新につきましては、基幹管路

及び経年管を優先的に更新する管路更新計画を

策定し、計画的な更新の実施によりまして、災

害時における給水の安定性を向上させ、地震災

害による断水の影響を大幅に軽減していきます

というふうにしてございますので、更新計画の

推進と消火栓の設置をどのように進めていくか

は協議していく必要があるというふうに考えて

おります。 

 配管口径を50ミリから75ミリに変更して消火

栓を設置することにつきましても、今後の人口

の推移、消防水利の基準、地域の実情に合わせ

た消防水利のあり方など、いろいろな課題がご

ざいますので、それらを整理し、所管課で協議

をして総合的に判断して進めてまいりたいとい

うふうに考えておるところでございます。 

○渋谷佐輔議長 佐藤 隆市民課長。 

○佐藤 隆市民課長 私からは防犯灯の増設整備

計画策定をというふうなことで、問１から３ま

でについてご答弁申し上げます。 

 初めに、市全体の防犯灯数とＬＥＤ化の進捗

状況はでございますが、11月末現在で市全体の

防犯灯数は3,040基ございまして、ＬＥＤ化が

完了した防犯灯数につきましては2,882基で、

進捗率は94.8％でございます。 

 続きまして、各地区からの要望の状況と所管

課としての今後の必要数の把握はについてでご

ざいますが、防犯灯新設の推移でございますが、

平成26年度は13基、27年度は16基、28年度は33

基を設置しております。平成29年度におきまし

ては11月末現在で地域の皆様方から73件の新設

の要望をいただいている中で、予算の範囲内で

より必要性の高い20基を新設する予定でござい

ます。平成29年度末でＬＥＤ化されていない防

犯灯は約100基と見込んでおりまして、平成30

年度には全ての防犯灯のＬＥＤ化工事が完了す

る見込みでございます。来年度には地域の皆様

方に防犯灯新設を要する箇所の調査をお願いい
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たしまして、市内全域で必要な新設数を把握す

る予定でございます。 

 続きまして、１基当たりの設置費用はでござ

いますが、１基当たりの設置に要する費用につ

きましては、設置箇所によって違いがございま

すが、平成29年度予算での１基当たりの設置費

用につきましては、ＮＴＴ柱の場合は６万

1,560円で、東北電力柱の場合は４万8,600円で

ございます。ＮＴＴ柱の場合には電気を引き込

む工事を別途要することなど、多少高額となっ

ているようでございます。補助電柱を要する場

合でございますが、補助電柱１本当たり約10万

円の設置費用が必要となりますので、近くに電

柱がない場合には防犯灯１基を設置するために

補助電柱が複数必要となることもありますので、

高額になるというふうなことも予想されます。 

○渋谷佐輔議長 鈴木嗣郎上下水道課長。 

 申しわけありませんが、簡潔にお願いします。 

○鈴木嗣郎上下水道課長 水道管路の更新と消火

栓対策についてのご質問にお答えいたします。 

 ビジョン策定時の調査によりますと、管路の

総延長274キロメートルのうち、口径50ミリの

管路延長は28キロでございます。このうち平成

38年度までに耐用年数を超える管路の延長は約

７キロ、6,660メートルでございます。 

 費用でございますが、アスファルト舗装の道

路におきまして配水用ポリエチレン管を布設す

る際の工事費用は、消費税抜きで申し上げます、

１メートル当たり50ミリが２万7,300円、75ミ

リが２万9,200円でございます。 

 今後、管路の更新に当たりましては、ビジョ

ンにおきまして将来の人口推移に基づく水需要

予測を踏まえたダウンサイジングや、管路網の

再構築を図るとしております。施設設備の更新

は水道料金に影響を及ぼしますので、経営上、

過大な投資とならないよう十分に検討し、無理、

無駄のない更新を計画的に進めてまいりたいと

存じております。よろしくお願いします。 

○渋谷佐輔議長 次に、渋谷正通消防主幹。 

○渋谷正通消防主幹 ②消火栓として活用できる

管路はという問いにお答えいたします。 

 消防水利として使用できる消火栓の配管最低

口径は75ミリとされております。配管内の水圧

によっても異なりますけども、使用できる消防

隊の延長口数で消防団が使用している総称65ミ

リであれば１口、常備消防で使用している総称

50ミリのホースであれば２口が限界と思ってお

ります。同一管路に消火栓が複数整備されてい

ても、２本以上の消火栓は使用できませんので、

最低限確保できる消防水利となります。 

 長井市内の消火栓につきましては459基です

が、消防庁に定める基準に適合していない消火

栓は183基となっております。また、50ミリ管

に設置されている消火栓は、河井地区にありま

す１本だけというふうなことになっております。

以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 次に、中田浩之商工観光課長。 

○中田浩之商工観光課長 初めに、嘉永堰・昭和

堰の葉山観光の一部としての活用についてお答

え申し上げます。 

 教育長からございました市指定史跡になるた

めの課題と同様に、観光利用に際しましても観

光客の方々が安全に利用できる環境、それから

観光客の皆様がいつ訪れてもよい姿をごらんい

ただける維持管理、そしてこういった歴史を紹

介できる看板などの整備が課題となってまいる

と思います。活用につきましては、先ほど市長

が申し上げましたように、関係される皆様、教

育委員会などとの協議、検討を重ねてまいりた

いと存じます。 

 続きまして、かんかね館跡の洗い出しの件で

ございますが、まずは現地に来春、赴きまして、

その上で活用の可能性を探ってまいりたいと思

います。 

○渋谷佐輔議長 次に、川村直人文化生涯学習課

長。 
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○川村直人文化生涯学習課長 嘉永堰と昭和堰の

調査結果につきましてですが、文化生涯学習課

のほうで昨年10月に５名で現地調査に行ってご

ざいます。 

 次に、市史への掲載についてでございますけ

ども、近世並びに近代のほうで嘉永堰と昭和堰

についての具体的な執筆内容を検討してござい

まして、ボリューム等については市史の編さん

委員、編集委員の方々にお任せをしております

ので、ご理解をお願いしたいと存じます。 

○渋谷佐輔議長 ５番、平 進介議員。 

○５番 平 進介議員 それぞれに答弁いただき

まして、ありがとうございました。いつものこ

とながら、こういった格好になっておりまして、

これで私も十分というつもりではないんですが、

それぞれに答弁いただいた中で、まず消火栓に

ついては関係機関、いろいろ協議していただい

て、これから老朽管の更新作業があるわけです

から、できれば集落のところを少し見ていただ

いて、直せるところは75ミリにしていただくよ

うな、そういうふうな動きでやっていただけれ

ばというふうに思います。 

 あと、防犯灯については年次計画で進めてい

ただけるということで、大変ありがたいという

ふうに思っております。ぜひ犯罪のないまちづ

くりを目指して、私どもも一緒になって頑張っ

ていきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

 あと、嘉永堰と昭和堰の件でありますが、こ

れについてはやはり山の奥のほうですから、そ

の管理するというのもなかなか大変なところが

あるというふうに思っております。かんかねの

ところについては、あそこで通行どめのところ

もあるもんで、その辺もどうするかというとこ

ろもありますし、商工観光課長、来春登ってい

ただいて、その課題の洗い出しをしていただけ

るということで、大変ありがたいというふうに

思っております。 

 それから、市長、最後にありました地域おこ

し協力隊の方、来年度あたり来ていただけると

いうふうな、その見込みのようですので、ぜひ

地元と一緒になって山に登っていただいて、見

ていただければというふうに思います。 

 以上です。終わります。ありがとうございま

した。 

 

 

 今泉春江議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、順位９番、議席番号８番、

今泉春江議員。 

○８番 今泉春江議員 日本共産党の今泉春江で

ございます。きょう12月８日は、76年前、太平

洋戦争が始まった日です。二度と戦争を起こさ

ないように、決意を新たにすべき日と申し上げ、

質問に入らせていただきます。 

 それでは、内谷市長に大きく３つの質問をい

たします。そして一部、農林課長にも質問をい

たします。明確な答弁をお願いいたします。 

 １番目です。レインボープランの今後の方向

性についてお伺いいたします。 

 レインボープランは、今年度20周年を迎えて、

地域循環型農業として台所と農業を結ぶかけ橋

の役割を果たしてきました。この間、全国の市

町村、さらには外国からも多くの方々が視察研

修に来ており、最近では大正大学の方々が研修

に訪れており、多くの方々から注目されてきま

した。レインボープランは長井市のまちづくり

の基本理念であると市長もカタログにメッセー

ジを寄せております。 

 私は市民として生ごみを提供し、それがまた

土に戻るという循環システムは当たり前であり、

また大切なことであり、今後も継続が必要では

ないかと強く考えます。しかし、20年が経過し

て、さまざまな課題や問題も見えてきました。


